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2月号（545号） 

「春活」 

 20XX年，インフレによる物価や居住費の高騰により，生活に困窮した者が売春をするケ

ースが目立ち始めた。また，日本には買春に対する罰則がないことから，一部の外国人観

光客を対象とした買春ツアーが存在するのではないかという噂が広まり，売春数の増加に

拍車をかけていた。そのため，特に都市部では夕方になると売春の客待ちをしているよう

な人が集まるようになり，治安の悪化を懸念した付近住民から役所に苦情が寄せられるよ

うになっていた。また，ある団体は，買春に罰則がないために売春者が虐げられていると

し，買春規制の要望書を政府に提出した。この状況を踏まえて，A首相は売春の厳罰化お

よび買春に対する罰則を検討するように B法務大臣に指示した。 

 以上を踏まえて，売春防止法が売買春を処罰しない理由を検討しながら，その厳罰化や

買春規制の憲法問題について論じなさい。 

 

［売春防止法］ 

第 1条 この法律は，売春が人としての尊厳を害し，性道徳に反し，社会の善良の風俗を

みだすものであることに鑑み，売春を助長する行為等を処罰することによって，売春の

防止を図ることを目的とする。 

第 2条 この法律で「売春」とは，対償を受け，又は受ける約束で，不特定の相手方と性

交することをいう。 

第 3条 何人も，売春をし，又はその相手方となってはならない。 

（中略） 

第 5条 売春をする目的で，次の各号のいずれかに該当する行為をした者は，6月以下の

拘禁刑又は 2万円以下の罰金に処する。 

一 公衆の目に触れるような方法で，人を売春の相手方となるように勧誘すること。 

二 売春の相手方となるように勧誘するため，道路その他公共の場所で，人の身辺に立

ちふさがり，又はつきまとうこと。 

三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし，又は広告その他これに類似する方法に

より人を売春の相手方となるように誘引すること。 

＊その他，周旋等，困惑等による売春，対償の収受等，前貸等，売春をさせる契約，場所

の提供，売春をさせる業も罰則の対象となる。 
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1月号（544号） 

「議活」 

 20XX年以来，日本は多政党化傾向にあり，1つの政党が単独で政権を構成することが困

難になった。その結果，第一党が少数与党として，政策ごとに他の政党に協力を仰いで政

治を運営するようになった。多くの法案は個別に妥協することで過半数の賛成を得て成立

してきたが，安全保障や経済政策など対立が激しい問題については妥協が困難なことがあ

った。 

 少数与党の Y内閣はエネルギー立国を公約に掲げ，新たな原発の設置などを打ち出し

た。しかし，原発をめぐる問題については複数の政党が強く反発していた。Y内閣は公約

に掲げたこともあり，原発増設を含むエネルギー立国法案（「法案①」という）を国会に

提出した。しかし，衆議院では僅差で否決されてしまった。 

 それを受けて Y内閣の A首相は粘り強く他党と交渉を行い，過半数確保の見通しが立っ

た。2か月後に参議院選挙が迫っていたため，Y内閣は参議院で過半数を確保しているう

ちに法案を成立させ，さらに選挙でのアピール材料にしたいと考え，法案①が否決されて

から 1か月後にまったく同じ法案（「法案②」という）を衆議院に提出した。同一会期内

であったため，同法案に強く反対していた B党は法案②が一事不再議の原則に反している

と主張した。しかし，B党の主張は無視されたまま衆議院では過半数の賛成で可決され

た。その後，参議院でも可決され，同法案は成立した。 

 しかし，同法案に強く反対していた B党は，法案②が一事不再議の原則に反しており，

違憲であると主張した。B党の C衆議院議員は同原則違反を理由に違憲であるとして国家

賠償請求訴訟を提起しようと考えている。この事案における憲法問題について考えなさ

い。 
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12月号（543号） 

「就活」 

 近年，東京一極集中が社会問題化しており，特に 15歳～29歳の若者世代は 1年に 10万

人以上が東京に転居する状況が続き，地方の労働力不足が深刻になっている。Y首相の地

元選挙区では，労働力不足から必要な建築工事や公共工事が遅滞し，現場作業のみならず

設計，施工管理，営業に至るまで人手が不足していた。Y首相は建設業（土木を含む）を

支持基盤としており，地元の建設業関係の支援者から人手不足の解消を求める強い要望を

受けていた。 

 そこで Y首相が政府内でこの問題を検討したところ，条件付の給付型奨学金を設け，給

付対象者には大学卒業後に地元で働いてもらうという案が浮上した。それを踏まえて Y首

相は，人手不足が深刻な建設業に対象を絞り，給付対象者は卒業後最低 10年間地元の建

設企業に勤務するという提案をした。これに対しては，建設業に絞る必要はないのではな

いかという意見も出たが，Y首相は建設が政権の基盤であると主張し，建築や工事の安定

供給が地域住民の保健福祉になることを掲げて支持率を高めるべきだとして譲らなかっ

た。さらにその条件を守らなかったり途中で守れなくなったりした場合は奨学金を即時一

括返済してもらうようにするという案も追加され，政府内の了承が得られた。そこで Y首

相はこれを「地元還元型給付金制度」と名付け（概要は下掲），近く法案を提出しようと

考えている。 

 この制度案に含まれる憲法問題を論じなさい。なお，学問の自由や意に反する苦役の問

題は考慮しなくてよい。また，建設業の定義の明確性などは問わない。 

 

［地元還元型給付金制度案（骨子）］ 

・建設業における人手不足および労働力の地域偏在を解消し，建設や工事が安定的に行わ

れ，もって地域住民の保健福祉を維持するようにするために本件制度を設ける 

・地元（高校在学時の主たる居住地）の都道府県以外の大学に入学した大学生に対し，学

部や専攻の如何を問わず，年 300万円の給付型奨学金を設ける 

・応募が多数あった場合には高校時代の成績などを基に選考を行う 

・給付対象者は卒業後 10年間地元企業（地元都道府県が指定する建設企業）に就職して

仕事を行うことを条件とする（留年や中途退学の場合はそれまでに借りた金額を返済） 

・卒業後に条件を守らなかったり途中で守れなくなったりした場合は奨学金を即時一括返

済してもらう（企業の都合による転勤の場合を除く） 

・企業は率先して対象者を雇用し，相応の給与を出すこととする（役所に対象者と企業と

のマッチングを行う窓口を設置） 
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11月号（542号） 

「撮活（とりかつ）」 

 警察官は警職法 2条 1項に基づいて職務質問をすることができることになっている。職

務質問は犯罪予防や犯人逮捕に効果があるとされている。特に犯罪多発地域における職務

質問は有効とされており，付近住民の安心につながる側面があった。もっとも，職務質問

は対象者と口論になることがあり，時に対象者が逆上して警察官に暴力を振るうケースも

あった。また，犯罪多発地域における職務質問が偶然外国人を対象とすることが多かった

りすると，特定の人種に絞って差別的に行われているのではないかという批判がなされる

ことがあった。 

 そこで警察庁は，職務質問時のトラブル防止，警察官の保護，職務質問の正当性確保の

ために，警察官にボディカメラ（ウェアラブルカメラ）を装着させて記録させることにし

た。警察庁は警視庁と連携し，まずは試験的に東京都内の警察官 100人にボディカメラを

装着させ，1日 2時間を目安に，職務質問前後の周囲の状況を含む職務質問の様子につ

き，任意のタイミングでスイッチをオンにし，1か月間記録を保存して，その間に必要が

あれば当該記録を捜査活動等に利用できるようにした。 

 この事例に含まれる憲法問題について次の 2点を検討しなさい。①警察側の立場からボ

ディカメラ着用の必要性について論じなさい。②ボディカメラによる撮影がプライバシー

の権利を侵害しないか論じなさい。 

 

［警察官職務執行法（警職法）］ 

第 2条 警察官は，異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯

し，若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯

罪について，若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められ

る者を停止させて質問することができる。 
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10月号（541号） 

「旗活」 

 Y市は市役所前広場に掲揚旗用のポールを 2つ（甲および乙）設置していた。Y市は，

甲のポールには日本の国旗を掲揚し，乙のポールには Y市旗を掲揚していたが，昨年か

ら，日曜日に広場で市民イベントが開催される場合には，イベント当日のみ乙のポールに

イベントに合わせた旗の掲揚を許可することにし，Y市旗掲揚規則を制定した（規則は公

開）。Y市は申請があった場合にはすべて許可しており，昨年の実施例をみると，「国際姉

妹都市との交流イベント」，「歴史探訪イベント」，「食育イベント」，「JA農作物イベント」

の際に，それぞれ「国際姉妹都市の市旗」，「江戸時代に Y市を治めていた藩の旗」，「『食

育』と記載した旗」，「農業協同組合の旗」を掲揚した。 

 あるとき，同性愛者らの団体🄧が「多様性社会ビジネス交流イベント」と題して，社会

の第一線で活躍している同性愛者らが中心となって市民と交流をはかるイベントの申請と

「レインボーフラッグ」掲揚のためのポール使用許可を申請し，市役所前広場使用および

ポール使用が許可された。しかし，それを知った Y市議会 A議員は，自身が同性愛に対し

て違和感を抱いていることもあり，Y市が同性愛者の活動を積極的に推進していると誤解

されるおそれがあるとして，許可を再考するように担当者に伝えた。担当部署内で協議し

た結果，Y市は Y市旗掲揚規則 3条 3号（誤解・不信条項）に該当するとしてポール使用

の許可を取り消した。 

 これに対し，Xは，表現の自由を侵害されたとして訴訟を提起しようと考えている。本

件における憲法問題について論じなさい。なお，平等問題は検討しなくてよい。 

 

［Y市旗掲揚規則］ 

第 1条 Y市は市役所前広場の旗掲揚のポールを一時的に市民の利用に供することができ

る。 

2 Y市役所の旗掲揚のポールを使用しようとする者は，市長の許可を受けなければならな

い。 

第 2条 市長は，日曜日のみ，市役所前広場でイベントを開催しようとする者に対し，旗

掲揚のポールを使用することを許可することができる。 

第 3条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，許可をしない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。 

(2) 市の名誉や信用を著しく毀損するとき。 

(3) 市民の誤解を招き，市政に不信を抱かせてしまうとき。 

 

［地方自治法］ 

244条 普通地方公共団体は，住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため

の施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 
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2 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）

は，正当な理由がない限り，住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

3 普通地方公共団体は，住民が公の施設を利用することについて，不当な差別的取扱い

をしてはならない。 
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9月号（540号） 

「泡活（あわかつ）」 

 Y町には穴場的存在のきれいなビーチ（A砂浜）があり，夏になると地元の人が海水浴

などを楽しんでいた。ビール飲料大手の B会社は A砂浜を背景にしたビールの CMを作

り，テレビで放映した。人気タレントを出演させたこともあり，この CMは好評を博し，

やがて A砂浜でビールを飲むのが流行になった。ところが，A砂浜の訪問者が増えた結

果，A砂浜にはビール缶のゴミが目立つようになり，夜中まで騒ぐ集団が出てきた。ある

とき，夜中にビールを飲みながら騒いでいた集団に付近の住民が注意したところ，逆ギレ

されてビールをかけられるという事件も起きた（逆ギレ事件）。付近の住民たちは Y町に

対策を行うように要請し，Y町は A砂浜付近の問題を調査した。その結果，ビールの空き

缶のゴミが多いこと，夜中に騒ぐ集団はビールを飲んでいるケースが多いことがわかり，

A砂浜の管理者である Y町は A砂浜において 2人以上でビールを飲むことを禁止すること

にし，以下のような条例案（下掲）を作成した。 

 この条例案に含まれる憲法問題を論じなさい。 

＊なお，営業の自由の問題，明確性の問題，手続上の問題，他の法令との関係は問わな

い。 

 

［Y町 A砂浜ビール集団飲酒禁止条例案］ 

第 1条 本条例は，A砂浜（Y町○×番地）利用者のマナーの向上及び迷惑行為の防止を

推進することによって，A砂浜の安全と秩序を維持することを目的とする。 

第 2条 何人も，A砂浜では 2人以上でビールを飲んではならない。 

2 ビールとは，酒税法第 3条 12号の定義によるものを指す。 

第 3条 町長は，2条 1項に違反すると認められる者に対し，当該行為を中止するよう指

導することができる。 
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8月号（539号） 

「鵜活（うかつ）」 

 岐阜県長良川には鵜飼（うかい）という 1000年以上行われている伝統漁法がある。鵜匠

（うしょう）は鵜舟を川に出して縄で鵜を操り，舟上にかがり火を焚いて，川にいる鮎を

鵜が捕らえる。鵜の首には紐が巻いてあり，大きなサイズの鮎を飲み込めないようにして

ある。鵜匠は鵜が捕らえた鮎を吐き出させて捕獲するというものである。鵜匠は国家公務

員であり，宮内庁式部職鵜匠と呼ばれる。鵜飼は観光事業として行われており，多くの人

に楽しまれている。 

 ところが，昨今の動物愛護の風潮もあり，中には鵜飼を見て鳥が可哀そうだと感じる人

が出てきた。Xは 10年にわたり長良川付近の鳥の観察を続け，その生態に関する記録をつ

けており，鵜飼についても見学し，鵜飼の鵜と野生の鵜を比べて観察してきた。そして，

鵜飼の鵜の方が野生の鵜よりも元気がないと感じるようになり，鵜飼をやめさせるべきだ

と考えるようになった。そこで Xは，鵜が奴隷的拘束を受けているとして鵜の代わりに国

家賠償請求訴訟を提起したいと考えている。この事案について，憲法の観点から動物の権

利の問題を論じなさい。 
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7月号（538号） 

「空活（そらかつ）」 

 アメリカ政府はテロなど重大犯罪に関わるおそれのある人物を飛行機に乗せないように

するために「No Fly List」（搭乗拒否名簿）を作成していた。アメリカ政府はそのリスト

を航空会社に送り，航空会社に対してリスト上の人物を飛行機に乗せないように求めた。

また，アメリカ政府は同盟国に対しても同様の措置をとるように求めることにし，日本政

府にも搭乗拒否名簿を作成するように要求した。内閣総理大臣 Aはそれを受けて内閣情報

調査室にテロリストの疑いのある人物をリスト化した搭乗拒否名簿を作成するように命

じ，さらに航空会社に対して該当者の搭乗を行先にかかわらず全て拒否するように伝える

よう命じた。内閣情報調査室は指示通りに行動した。 

 大学 4年生の Xは，商社に勤める父親の仕事の関係で幼い頃にシリアやイラクに渡航し

たことがあり，大学ではアジア圏交流サークルに入り，中国や北朝鮮にも旅行に行って友

人を作っていた。Xは卒業旅行でアメリカに渡航しようとしたところ，B航空会社に搭乗

拒否名簿に掲載されていることを告げられ，運送約款に基づき搭乗させることができない

と言われた。Xは自分が犯罪に関わったことがないにもかかわらず搭乗拒否名簿に載せら

れていたことに憤りを感じている。 

 この事案における搭乗拒否名簿と海外渡航の自由に関する憲法問題について考えなさ

い。本問では航空会社の行為は問わず，行政法上の論点も問わない。なお，搭乗拒否名簿

に関する法律の規定は存在しない。 
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6月号（537号） 

「兼活（けんかつ）」 

 国土交通省の不動産・建設経済局総務課に勤務する Xは，不動産価格の上昇傾向を受け

て不動産賃貸業を始めることにした。国家公務員法 103条は原則として自営兼業を禁止し

ていたが，所轄庁の長等の申出に基づく人事院の承認を得た場合には認められるとしてい

た。これまでの慣行によれば，「アパート 10室以上，賃貸料収入が年 500万円以上の場合

は自営兼業に該当する」とされていたので，Xはアパート 9室，賃貸料収入 400万円の経

営を申請し，認められた。もともと賃貸不動産経営管理士の資格を有していた Xは，管理

会社に委託せずに自ら経営を行った。ところが，入居者募集，修繕対応，住民トラブルな

ど賃貸業務が予想以上に多く，Xは平日の空き時間や終業後，休日は丸ごと対応に追われ

た。Xに業務上のミスが出たわけではなかったが，業務中にうとうとしている Xの姿が目

撃されるようになり，業務に集中していないようにみえるという噂が広まるようになっ

た。また，同僚の中には Xの業務上のレスポンスが以前より遅くなっていると感じている

者がいて，課長にそのことを相談していた。さらに，部屋を賃貸している者の中に国会議

員がいて，政治活動用事務所として使用していることが判明した。課長はそうした状況を

人事院に報告し，人事院は Xに対して，①兼業により職務能率に悪影響が出ていること，

②不動産・建設経済局に勤務する職員が不動産賃貸業に没頭することは国家公務員の信用

を傷つけることになること，③国会議員の政治活動用事務所の部屋を賃貸することは行政

の中立性を損なうことを理由に兼業許可を取り消すことを通知した。本件における憲法問

題について論じなさい。 

＊なお，本件に関わる手続上の問題は考慮しなくてよい。 

 

［国家公務員法］ 

103条 職員は，商業，工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下営利企業と

いう。）を営むことを目的とする会社その他の団体の役員，顧問若しくは評議員の職を

兼ね，又は自ら営利企業を営んではならない。 

② 前項の規定は，人事院規則の定めるところにより，所轄庁の長の申出により人事院

の承認を得た場合には，これを適用しない。 
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5月号（536号） 

「夜活（よるかつ）」 

東京都青少年健全育成条例（本件条例）15条の 4第 1項は青少年（18歳未満）の深夜

外出を禁止していた。高校 2年生（16歳）の Xは昆虫採集にはまっており，夏休みの深夜

に近所の林でライトトラップ（灯火採集）を用いて昆虫を採集する計画を立てていた。X

が親に相談したところ，親は昆虫が苦手だったので同伴を断り，さらに Xが昆虫を持ち帰

ってくるのをやめさせたいと考え，条例が深夜外出を禁止していることを理由にして Xが

深夜に外出するのを禁止した。 

 Xの立場から本件条例に関する憲法問題を論じなさい。なお，本件条例の規制対象は保

護者であって青少年ではないが，Xの自由の問題として考えること（第三者主張適格の問

題は考慮しなくてよい）。 

 

［東京都青少年の健全な育成に関する条例］ 

第 1条 この条例は，青少年の環境の整備を助長するとともに，青少年の福祉を阻害する

おそれのある行為を防止し，もって青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

第 15条の 4 保護者は，通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き，深夜（午後

11時から翌日午前 4時までの時間をいう。以下同じ。）に青少年を外出させないように

努めなければならない。 
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4月号（535号） 

「笑活（わらかつ）」 

 Y市は，「毎日の笑いで育む健康条例」（本件条例）を制定した。これを受けて Y市立 A

小学校校長は，児童の健康のために，毎朝出席をとる際，児童に笑うように指導するよう

教員に通知した（下掲・通知文）。その際，笑いが不十分であったと考えられる場合に

は，ホームルームの時間に「笑いが足りなかったことを深く反省します。次からはちゃん

と笑います。ごめんなさい。」と言わせることにした（反省行為）。 

 小学校 6年生の Xは，以前笑顔を友達にからかわれたことがあって人前で笑うのが苦手

であり，何度か反省行為をさせられていた。それを知った Xの保護者は，笑いと健康の関

係が不明瞭であることに加え，笑いの強要は心理的負担を増加させてむしろ不健康とな

り，そもそも笑いはその人の世界観や価値観に基づいて自然に発生するものであって，ま

してや笑いが不十分であるとして謝罪をさせることは内心を脅かすものであると学校に抗

議した。しかし，学校側は児童の健康のために必要であるとして指導を続けた。 

 本件における憲法問題について，特に権利と侵害の関係を中心に論ぜよ。なお，条例の

合憲性や指導の処分性は問わない。 

 

［毎日の笑いと素直な謝罪で育む健康条例］ 

1条 この条例は，笑いによる心身の健康づくりを推進し，もって健康的な市民生活と思

いやりにあふれた社会の実現に寄与することを目的とする。 

2条 市，事業者，市民は，笑いに満ちた環境づくりを推進するよう努めるものとする。 

 

A小学校通知文 

「教員は，児童の健康のため，出席点呼の際に児童に笑うように指導すること。笑わなか

ったり，笑いが不十分であったりした場合，次から笑うように反省させること」 


